
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号または第4号に基づく随意契約の締結結果一覧表 別紙６

随意契約とした理由

所管課 連絡先（直通） 契約の相手方とした理由

1
堺市立多文化交流プラ
ザ・さかい会議室等管理
業務

一式 R8.4.1

来館者確認、電話対応、
会議室等の管理、施設内
巡視、不審者ほか施設内
での異常発見時の措置、
業務報告及び施設の施錠

公益社団法人堺市シル
バー人材センター

2,136,571 国際課 340-1090

高年齢者等の雇用の安定
等に関する法律（昭和46
年法律第68号）第37条第1
項に規定するシルバー人
材センター連合若しくは
同条第2項に規定するシル
バー人材センターで、そ
の所在地が堺市内にある
ものに該当する団体であ
り、当該業務を委託する
ことにより、軽易な業務
にかかる就業を希望する
高年齢者に対して、就業
機会を提供することが本
市の政策目的に合致する
ため

地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号

2
黒姫山古墳歴史の広場管
理業務

一式 R8.4.1

史跡黒姫山古墳歴史の広
場及びガイダンス施設の
清掃・除草を含む維持管
理ならびにガイダンス施
設映像ホールの利用案内

公益社団法人堺市シル
バー人材センター

3,116,842 世界遺産課 228-7014

高年齢者等の雇用の安定
等に関する法律（昭和４
６年法律第６８号）第３
７条第１項に規定するシ
ルバー人材センター連合
若しくは同条第２項に規
定するシルバー人材セン
ターに該当するもので、
その所在地が堺市内にあ
るものである。本業務
は、軽易な業務にかかる
就業を希望する高齢者に
対して就業機会の提供を
行うものであり、同法人
に委託するものである。

地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号

3
堺市博物館緑地除草清掃
等業務

一式 R8.4.1

堺市博物館・茶室の庭園
等の維持管理をするため
除草清掃等の業務を行
う。

公益社団法人堺市シル
バー人材センター

6,633,632 学芸課 245-6201

高年齢者等の雇用安定等
に関する法律（昭和46年
法律第68号）第37条第1項
に規定するシルバー人材
センター連合若しくは、
同条第2項に規定するシル
バー人材センターで、そ
の所在地が堺市内にある
ものに該当する団体であ
り、当該業務を委託する
ことにより軽易な業務に
係る就労を希望する高齢
者に対し就労機会を提供
することが、本市の政策
目的達成に寄与するた
め。

地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号

契約金額
(税込)(円)

発注課
根拠法令 備考№ 契約に係る役務の名称 数量 契約日 契約の内容 契約の相手方


